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特
許
法
施
行
令
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

一

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
特
許
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
等
に
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
を
納
付

し
た
者
に
返
還
す
る
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

二

審
査
請
求
料
の
軽
減
及
び
特
許
料
の
猶
予
の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
。

三

こ
と
。

審
査
官
の
資
格
を
取
得
す
る
の
に
要
す
る
期
間
を
見
直
す

四

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


